
令和６年 

足 立 区 選 挙 管 理 委 員 会 

第 ２ ４ 回 定 例 会 会 議 要 録 
 

 

１) 開会年月日 令和６年１２月１６日（月） 

２) 会 議 時 間 午前１０時００分～午前１０時４２分 

３) 場 所 足立区役所南館６階 選挙管理委員会室 

４) 出 席 委 員 委 員 長  芦 川 武 雄 

 職 務 代 理 者  針 谷 幹 夫 

   委     員  新 井 英 生 

   委     員  古 野 香 織 

５) 事務局職員  事  務  局  長  鳥 山 高 章 

   管 理 係 長  久 保 文 雅 

   選 挙 係 長  松 田 直 剛 

   選 挙 係 主 査  齋 藤 雅 大 

６) 傍 聴 者 １名



７）会議要録 

委員長     ただいまから第２４回足立区選挙管理委員会定例会を開会します。  

まず初めに第５８号議案『在外選挙人名簿の抹消および登録について』

を事務局から説明願います。 

 

事務局長    第５８号議案『在外選挙人名簿の抹消および登録について』説明。 

 

委員長     このことについて何か質問はありますか。 

 

職務代理者   登録の移転というのは、他の国にいて国の移転ということでしょうか。 

 

選挙係主査   登録の移転というのは、選挙人名簿から在外選挙人名簿への移転という

ことです。 

 

職務代理者   新規登録との違いは何でしょうか。 

 

選挙係主査   新規登録は、出国後に在外公館申請された方。登録の移転は、出国前に

選管窓口にて申請した方になります。 

 

職務代理者   分かりました。 

 

委員長     他に何か質問はありますか。 

ないようですので、第５８号議案について、原案のとおりお認めいただ

ける場合は挙手をお願いいたします。 

 

全 委 員   （全員挙手） 

 

委員長     挙手総員により、本議案は原案のとおり可決しました。 

続きまして報告第３５号『会議等の日程について』を事務局から説明願

います。 

 

管理係長    報告第３５号『会議等の日程について』説明。 

 

委員長     このことについて何か質問はありますか。 

 

古野委員    １２月１７日の全選連の研修会については、職務の都合により現地集合

をさせていただきます。 

 

委員長     他に何か質問はありますか。 

        ないようですので、『その他』に移りたいと思います。 

 



 

事務局長    １２月２日から４日に本会議がございました。その後、総務委員会があ

り、選挙に関する質問がいくつか出ましたのでご報告させていただきます。 

        まず、本会議ですが、かねだ区議から２点質問をいただきました。 

        １点目は、「選挙割について国はどのような見解か」というものです。 

総務省の見解ですが、公職選挙法上何ら規定がないことから投票済証の

発行を推奨していないとの立場で、選挙は個人の意思で行くもので、割引

などで誘発させるものではないという見解であると回答をいたしました。 

２点目は、「区は、投票率向上に向けてどのような取り組みをしている

のか。また、新たに取り組もうとしていることはあるのか」というもので

す。 

まず、今までの取り組みですが、７月の都知事選の際には、投票率の低

い若年層に向けて、都選管が作成した志尊淳さんが出演している動画配信

を行いました。１８歳から３４歳まで約１万６千回視聴されました。 

新たな取り組みとしては、都立花畑学園や都立足立高校の定時制での出

前授業の実施。また、現在、中央大学の生徒と協力し出前授業を実施して

いますが、中央大学に加え、文教大学の学生による中高生への出前授業を

行う予定であると回答をしました。 

続きまして、土屋区議より質問がありました。 

まず、歩行困難者も安心して期日前投票所に行ける仕組みを整え、希望

する方を期日前投票所まで運ぶなど、投票環境を向上させる制度改革も検

討すべきと思うがどうかとの質問でした。 

次に、投票済証の関係ですが、新宿区が啓発用の投票済証を作成してお

り、そういった物を作成し、政治に参画してみようという機運を高めては

どうかとの質問でした。 

１点目の歩行困難のケースです。投票率の低くなっている花畑・鹿浜エ

リアですが、要因については、歩行困難等、色々な要因が考えられますが、

解決策として、つくば市が移動期日前投票所、大阪の四条畷市では、希望

する市民をグリーンスローモビリティの実証実験を行っていますので、そ

れらの結果を参考にしながら、研究してまいりますと回答をしました。 

２点目の投票済証の関係ですが、先ほどのかねだ区議の回答で総務省は

推奨していないという立場とお話ししましたが、区としては、１８歳・１

９歳の投票率を上げようと初投票記念証書を作成しています。こちらを継

続して作成し、新宿区をはじめ、工夫している自治体の例を参考にしなが

ら、より効果のある初投票記念証書の発行を研究してまいりますと回答を

しました。 

        続きまして、西の原区議より質問がありました。 

        昨年、高校生主体のモギ区長選挙がございました。主権者教育について、

選管と教育委員会が協力して広げていくべきではないか。また、モギ区長

選挙などの取り組みを後押しして、なお且つ、生徒から出された意見や声

を実現できる仕組みづくりを作るべきではないかという質問でした。 



        はじめに、教育委員会との協力の件ですが、教育委員会や校長会に諮り

主権者教育を進めていきますと回答をしました。 

        次に、モギ区長選挙などの取り組みへの後押しや仕組みづくりの件です

が、現在、高校生が主催する「モギ区長選挙」の第２回開催に向けて、主

催団体の要望を聴取しているところです。中心になって行っている生徒達

も、この取り組みが高校を卒業した後も、続いていくようにするには、ど

うすればよいか考えており、我々としても継続し、広がりを持てるよう支

援してまいります。また、区が生徒の意見や声をくみ取り、実現できる仕

組みづくりについては、今後、教育委員会やあだち未来支援室と調整して

まいりますと回答をしました。 

        続きまして、富田区議より質問がありました。 

        今の投票済証を抜本的に見直すとの主旨からいくつか質問をいただきま

した。 

ひとつ目は、投票済証を実際に受け取っている方の割合についてです。 

こちらは、公選法上規定がなく、便宜上渡していることから投票済証を

受け取っている方の割合は、把握しておりませんと回答をしました。 

次に、投票済証の存在意義を区はどのように捉えているのかとの質問が

ありました。 

こちらは、繰り返しになりますが、投票済証の発行につきましては、公

職選挙法上特段の規定がなく、国は発行を推奨しておりません。当区では、

東京都が作成したものを使用し、選挙人が公民権を行使した証明として会

社に提出するために、発行していると回答をしました。 

次に、投票済証について、これまで改善の取り組みや議論を行ったこと

はあったか。また、今後、デザイン等を見直す予定はあるかとの質問があ

りました。 

こちらは、繰り返しとなりますが、１８歳、１９歳の有権者に向けて、

初投票記念証書を用意しており、工夫している自治体の例を参考にして、

ＳＮＳ等で話題に上がるような、より効果のある「初投票記念証書」の発

行を研究してまいりますと回答をしました。 

次に、先進事例を参考に、「選挙パスポート」や「選挙手帳」といった

継続的な投票参加を促す新たな仕組みを導入してはどうかとの質問があり

ました。 

こちらは、「選挙パスポート」や「選挙手帳」の導入が、継続した投票

行動に寄与するか、先進事例を参考に調査研究してまいりますと回答しま

した。 

次に、投票済証の提示による特典を提供している店舗やサービス等は、

区内にどの程度存在しているのか。また、区が主体となって協力店舗の開

拓を行ってはどうかとの質問がありました。 

まず、投票済証の提示による特典を提供している店舗の把握につきまし

ては、繰り返しとなりますが、総務省の見解では、「選挙は個人の意思で

行くもので、割引などで誘発されるものではない」としていることから、



アリオ西新井で投票割を行っている事を除いて、他に区内の店舗で実施さ

れているかは把握しておりません。次に、協力店舗の開発ですが、総務省

の見解を踏まえ、区として積極的に選挙割の開拓を行う立場に無いため考

えておりません。なお、商店街振興組合連合会などが自主的に実施するこ

とは、妨げるものではございませんと回答しました。 

        本会議は以上でございます。 

         

次に、１２月５日の総務委員会のご報告になります。 

        長井委員より、主権者教育の内容、来年度スケジュールに関して質問が

ありました。現在、主権者教育推進員と事務局にて出前授業内容の見直し

や来年度の実施計画を作成していると回答しました。 

        開票所の関係では、撤収に明け方まで時間を要した他に課題は無かった

か質問がありました。開票所の設営は投開票日の当日と前日に行っており、

開票所の設営と期日前投票に見えた方とで錯綜し、車椅子利用の方や障が

い者、高齢者にご負担をお掛けしたこと回答いたしました。この点につい

ては、次回の選挙に向けて、関係所管と話し合いを進めていくことを併せ

て回答しました。 

        期日前投票所については、シアター1010では、最終日の午後２時頃、大

変な混雑だったことを、どう認識しているかという質問がありました。解

決策として、混雑緩和のため、千住庁舎の案内を行ったことを回答いたし

ました。また、北千住駅構内の仲町入口側にＪＲの広いスペースがあり、

そこで期日前投票所が出来ないかと話しがありました。この点については、

今後交渉を行う予定であると答えました。また、六町駅や北綾瀬駅に商業

施設ができるため、そこにも期日前投票所設置できないのかという話しが

出ましたが、令和５年２月に策定した「基本方針」に沿って検討をすると

回答しました。実際に六町駅は区画整理が終わってきているので、検討し

なければと思っています。 

        投票所の関係ですと、加平小学校の有権者が１万人を超えており、行列

が出来たとの問いがあり、状況を見て判断すると回答いたしました。今後、

投票区の線引きを検討しなければいけないと思っています。         

ぬかが委員からは、主権者教育については、方向性を徹底してやらない

ととの話しが出ました。こちらは選管にではなく副区長に対して話しが出

ました。副区長は重要なことなので教育委員会が積極的に取り組む必要が

あるので、その旨を伝えていくと話がありました。  

        鹿浜委員からは、鹿浜エリアの投票所にて学校への入口が一箇所しかな

く入口を増やして欲しいとの話が出ました。現場の職員に確認して改善に

取り組んでいく旨を回答しました。また、スウェーデンの若者の投票率が

８５％程と高く、政治家と高校生が議論する場があったり、政治が身近で

あることから議員をもっと活用してはと話しが出ました。この点について

は、高校生が企画したモギ区長選挙（区議６名がファシリテーターとして

入り自分たちの意見をまとめて模擬投票までするもの）が今年も話が来て



おり活用していくと回答しました。 

        富田委員からは、職場体験を主権者教育の４つ目の柱として考えて欲し

いと話しがありました。また、投票済証の関係について、選管はもっとト

ライしなければと話しが出ました。富田委員や土屋委員より提案いただい

ているので、初投票記念証書を工夫していくとお答えいたしました。 

        初投票記念証書をどれくらい配布したのか話しが出ましたが、本会議の

投票済証と同様、把握していないと回答しました。 

        初投票記念証書でなく、全ての年代に配ってはどうかと話しが出ました

が、まずは１８～１９歳をターゲットとしたいと回答しました。 

        土屋委員からは、初投票記念証書が良いものになれば１８歳１９歳限ら

ず欲しいのではないですかと話しが出ました。効果についてしっかり研究

したうえで検討したいと回答しました。 

        中島委員からは、各年代別・各投票所別の投票率を分析し、若者だけで

なく色んな年代に人への啓発を考えてみてはどうかという趣旨の話しが出

ました。今後、分析したうえで啓発計画を策定する回答をしました。 

        以上で報告は以上となります。 

   

委員長     この件で何かありませんか。 

 

職務代理者   議会の質問の答弁ですが、選挙管理委員会事務局としての考えですか。 

 

事務局長    そうです。 

 

職務代理者   選挙管理委員会としての答弁ではないですね。 

 

事務局長    はい。例えば投票済証の関係で今後どうするかという話しであれば今後

委員の皆様からのご意見を伺います。 

 

職務代理者   それでは、今回の答弁内容について、紙でいただけますか。 

 

事務局長    分かりました。 

 

新井委員    新宿区でやっている投票済証は区の要綱でやっているのか。 

 

事務局長    そこまでは現在把握していません。 

 

職務代理者   何の意味で何のために発行しているかは、要綱とかで決めているのでは

ないのでしょうか。 

 

管理係長    啓発の一環だと思います。 

 



事務局長    要綱等でやっているかは確認し、次回委員会で報告します。 

 

新井委員    この前の定例会でも申し上げましたが、総務委員会はタイムリーでの質

疑なので難しいが、本会議の質問は事前通告が来ているので、委員で協議

した方が良い内容のものは事前に報告をいただきたい。 

 

事務局長    分かりました。 

 

古野委員    先ほど、選管委員の中で協議すべき検討事項として、投票済証の件も挙

がったと思いますが、選管と教育委員会との連携が色々な議員の方からお

話しが出ていたそうで、私も改めて主権者教育の目標値の見合わせをした

方が良いと思っています。前にいただいた主権者教育の図の中でも選管委

員は「目標設定」と「活動計画」の策定と役割して書いているところでも

あるので、次年度に向けてこれから学校との交渉の時期に入っていくと思

うので、その中で今年度は改めて何校、何人に届けられて、次年度は、こ

のエリアの、この学校の、こういう生徒達何人届けたいという計画をしっ

かり策定すべきと思います。そのうえで教育委員会とどういう連携をして

いくか、どういう学校を紹介いただき、繋げていただけるのか。目標値の

設定が先にあり、計画の策定があってからの連携であると思っています。

連携はあくまでも手段のひとつだと思っているので、選管委員と事務局と

主権者教育推進員の山田先生含めて、今年度の振り返りと次年度の計画策

定を早めに見合わせが出来ておくと次年度の交渉がしやすくなると思うの

で、早めにそういった機会をいただけるとありがたいと思います。 

 

事務局長    現在、主権者教育推進員と事務局内で実施計画を見直しているので、来

年１月の２回目の定例会には、たたき台が出せると思います。 

 

古野委員    分かりました。その際に今年度の実績も出していただけますか。 

 

事務局長    出します。 

 

委員長     他に何かありませんか。 

ないようなので、これにて第２４回足立区選挙管理委員会定例会を閉会

いたします。 

 

 

 

 

終了時刻 午前１０時４２分 

 

 


